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糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業務委託に係る募集要項 

 

１ プロポーザル実施の目的 

この募集要項は、糸島市（以下「本市」という。）が「糸島市ふるさと応援寄附受付等及

び寄附額向上業務」を委託するにあたり、ふるさと納税業務委託および寄附拡大に向けたプ

ロモーション実績を持つ業者の中から優れたものを公募型プロポーザル方式（以下「プロポ

ーザル」という。）により募集及び選定するために定めるものである。 

 

２ 委託業務 

(1) 業務名   

糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業務（以下「本業務」という。）」。 

(2) 業務内容  

糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業務仕様書のとおり。 

(3) 委託するポータルサイト 

ふるさとチョイス

（既設） 

楽天ふるさと納税 

（既設） 

ふるなび 

（新設） 

ANAのふるさと納税

（新設） 

 

３ 業務期間 

(1) 本業務の契約期間  

契約締結の日から令和６年９月 30日までとする。 

ただし、ポータルサイトの開設等の事業開始は令和３年 10月１日とし、契約締結の日

から令和３年９月 30日までは準備期間とし、その間の支払いは発生しない。 

 (2) 契約をした場合における条項 

  ① 本契約は地方自治法第 234 条の３及び糸島市長期継続契約を締結することができ

る契約を定める条例第２条に基づく長期継続契約であり、本業務の実績を加味した

上で、予算措置のなされる限り、委託期間に定める期間、契約を行う。 

② 契約した年度の翌年度以降において、本市の歳入歳出予算の該当金額について減

額又は削除があった場合は、本契約は解除することができる。 

③ 受注者は②の規定によりこの契約が解除された場合であって、損害があるときは

発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 

 

４ 契約方法 

 プロポーザルにより選定した、業務受託候補者を相手方として、地方自治法施行令第 167

条の 2第 1項第 2号の規定による随意契約に向けた協議を行い、業務委託契約を締結する。 

 

５ 見積提案金額の限度額等 

見積提案限度額 金 79,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）。 
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上記金額は、令和３年度分（令和３年 10月 1日から令和４年３月 31日）であり、別に定

める「糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業務仕様書（以下「仕様書」という。）」

の６（１）～（６）に掲げる対象経費とし、ポータルサイト利用料、決済手数料、返礼品代

及び送料の実費分は含まない。 

※限度額は提案にあたっての上限であり、契約額ではないことに留意すること。 

※契約締結にあたって、糸島市契約事務規則（平成 22年規則第 60号）第 23条に規定する

契約保証金が必要となる。ただし、同規則第 24条に該当する場合は免除できる。 

※業務量、目標寄附額の設定の参考として令和元年度、令和２年度の実績を以下に示す。 

（単位：千円、件） 

 
令和元年度 令和２年度 

寄附額 寄附件数 寄附額 寄附件数 

楽天ふるさと納税 413,310 18,152 853,580 42,442 

ふるさとチョイス 178,958 4,478 192,319 4,754 

さとふる 95,293 4,402 85,886 3,797 

窓口などその他 11,086 83 2,093 62 

合計 698,647 27,115 1,133,878 51,055 

 

６ 見積項目 

仕様書６（１）～（６）に掲げる見積項目について、以下の事項に留意し、記載例を参考

に見積書を作成すること。なお、「％」は寄附額に対する割合を示す。 

(1) 発注者は直接、４ポータルサイトの管理事業者と契約し、利用料（決済手数料含む）

を支払う。 

(2) 返礼品及び送料は、実費分を発注者から受託者に支払う。 

(3) 仕様書６（１）、（２）、（５）、（６）の委託割合（％）は、４ポータルサイト共通とす

ること。 

 (4) 仕様書６（３）の広告は、見積提案限度額の範囲内で、費用対効果の高いものを実施

すること。 

(5) 仕様書６（４）に係る経費は、委託単価（円）を記入すること。 

(6) 見積金額は、ポータルサイト利用料（決済手数料含む）、返礼品及び送料と合わせて、

寄附額の 50％以下とし、上限を 79百万円とすること。 

(7) ４ポータルサイトの利用料（決済手数料含む）は、8.0％～11.0％を参考値とする。

ただし、各ポータルサイトの利用料を知りたい場合は、個別に発注者へ連絡を取ること。 

 (8) 送料については、過去の実績値では、7％程度である。 

(9) 記載例に示す１～３番は見積りの対象外。４～９番が見積り対象部分（網掛け部分）

とする。なお、割合は小数点第１位までとし、合計割合・金額を記入すること。 
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【記載例】 （単位：%、円）

番
号

項目
割合
①

単価
②

寄附額
又は件数

③

金額
④＝①×③
④＝②×③

見積対象
の有無 備考

1 ポータルサイト利用料（決済手数料含む） 対象外 実費を発注者が負担

2 返礼品代 対象外
30%以内。
実費を発注者が負担

3 送料 対象外 実費を発注者が負担

4 仕様書6(1)寄附受付等業務に関すること 対象

5 仕様書6(2)返礼品に関すること 対象

6 仕様書6(5)ガバメントクラウドファンディングに関すること 対象

7 仕様書6(6)寄附者からの問い合わせに関すること 対象

8 仕様書6(3)寄附額向上に関すること 6,000,000 対象
広告費は見積上限額以内で
費用対効果の高いものを実施

9 仕様書6(4)関係書類の発行などに関すること 325 56,000 18,200,000 対象 1件あたりの単価

6.85% 79,000,000
・割合は、50％以下
・金額は、79百万円以下

6.85% 800,000,000 54,800,000 割合は、４ポータルサイト共通

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 支払条件 

 毎月末に精算し、支払いを行う。ただし、詳細は業務受託候補者決定後に打ち合わせを行

う。 

 

８ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。  

(1) 法人格を有している者であること。 

(2) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしていないこと。 

(4) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。 

(5) 破産法に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

(6) プロポーザル参加申込書の提出期限から業務受託候補者決定の日までにおいて、糸

島市から業務などに関し指名停止措置を受けていないこと。 

(7) 法人税、消費税及び地方消費税、糸島市税に滞納がない者であること。 

(8) 糸島市暴力団排除条例に掲げる暴力団及び暴力団員でない者、また、前述の組織に関

与してない者であること。 
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９ プロポーザルの実施スケジュール 

内 容 日 程 

参加申込受付開始 決裁終了後、速やかに公表 

質疑受付期限 令和３年６月２１日（月）１７時１５分 

参加申込受付期限 令和３年６月２１日（月）１７時１５分 

参加資格審査の結果通知 

プレゼンテーションの案内 
令和３年６月２５日（金）通知予定 

企画提案書等の提出期限 令和３年６月３０日（水）１７時１５分 

プレゼンテーション 令和３年７月 ７日（水）予定 

受託候補者決定 令和３年７月 ７日（水）予定 

受託候補者公表、結果通知 令和３年７月１６日（金）予定 

契約に関する協議 令和３年７月中旬 

契約の締結 令和３年７月下旬 

準備期間 令和３年９月 30日まで 

サイト開設 令和３年 10月 1日 

 

１０ 参加申込の手続き 

(1) 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 誓約書（様式２） 

③ 添付書類 

ア 会社概要のわかるもの（最新のもの、パンフレット可） 

イ 同種業務の実績調書（様式３） 

ウ 商業登記簿謄本 

エ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書の直近３年分） 

オ 法人税及び地方消費税の滞納がないことの証明書（３か月以内に発行されたも

の。複写可） 

カ 誓約書（暴力団排除条例関係）（様式４） 

(2) 提出部数    

各１部 

(3) 参加申込関係書類の配布    

本市ホームページより取得のこと。 

(4) 提出先  

〒819-1192 

福岡県糸島市前原西一丁目１番１号（糸島市役所本庁舎本館２階） 

糸島市 企画部 経営戦略課 企画調整係（担当：鬼木・岡） 
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(5) 提出方法 

持参または郵送。 

※受付時間：８時３０分から１７時１５分まで。 

※日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日を除く。 

  ※郵送による場合は、配達証明等送付を証明できる手段にて送付すること。 

(6) 提出期限 

令和３年６月２１日（月）１７時１５分必着 

 

１１ 質疑について 

本業務にかかる質疑については、質疑書（様式６）を用いて電子メールにて行うものと

する。電子メール送付後、速やかに電話連絡を行うこと。 

質疑は、随時参加業者全員に質疑内容及び回答を電子メールにて送付する。回答にあた

っては、質問者を匿名化する。 

  なお、電話又は口頭による質問は受け付けない。 

  ・宛先：糸島市 企画部 経営戦略課 企画調整係（担当：鬼木・岡） 

・電話番号：０９２－３３２－２０６１（直通） 

・電子メールアドレス：keieisenryaku @city.itoshima.lg.jp 

  ・質疑受付期限：令和３年６月２１日（月）１７時１５分必着 

 

１２ 参加資格の確認 

  参加申込書を提出した者について、参加資格を有する者であるかの確認を行い、その結

果について、参加資格確認結果通知書により通知する。 

  参加申込書の提出後に、プロポーザル参加を辞退する場合は、参加辞退書（様式５）を

提出すること。 

 

１３ 企画提案書等の提出について 

 （１）提出書類 

   ① 企画提案書：８部（Ａ４サイズ両面印刷） 

    ・１部は表紙に社名を記載し、７部は社名が特定できる表記をしないこと。 

・実施体制や業務スケジュールなどを具体的に記載し、評価表に示す評価基準が確

認できるものとすること。 

   ② 見積書：８部（内訳の分かるもの） 

    ・１部は社名を記載し、代表者印を押印すること。７部は社名が特定できる表記を

しないこと。 

・社名を記載し、代表者印を押印した見積書は、封筒に入れて密封し、封印するこ

と。 

③ 業務実施体制調書（様式 7） １部 
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（２）企画提案関係書類の配布 

本市ホームページより取得のこと。 

（３）提出先 

〒８１９－１１９２ 

福岡県糸島市前原西一丁目１番１号（糸島市役所本庁舎本館２階） 

糸島市 企画部 経営戦略課 企画調整係（担当：鬼木・岡） 

（４）提出方法 

持参または郵送。 

 （５）提出期限 

令和３年６月３０日（水）１７時１５分必着 

     ※受付時間：８時３０分から１７時１５分まで。 

※日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日を除く。 

     ※郵送による場合は、配達証明等送付を証明できる手段にて送付すること。 

※期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

※提出された企画提案書について、提出期間終了後の内容の修正又は変更は認

めない。また、提出書類は返却しない。 

※提出書類等の作成に係る一切の費用は、提案者において負担すること。また不

慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 

 

１４ 企画提案書の作成方法について 

① 企画提案書に３年間（令和３年度～令和６年度）の各年度の寄附目標額および想

定委託料概算を盛り込むこと。 

② 上記の寄附目標額に準じ、かつ別紙評価表の「評価項目及び評価基準」に即した、

具体的な提案であること。また「糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業

務仕様書」の内容を十分把握した上で、企画提案を行うこと。 

③ 企画提案は１者につき１案とすること。また、提案内容は全て企画提案書に記述

すること。（プレゼンテーションのみで提案された内容は、審査対象外とする） 

④ 専門知識を有しない者にも理解できるように配慮し、図等を用いて簡潔かつ明

瞭に記述すること。 

⑤ 用紙サイズは、Ａ４版縦または横とし、横書きで両面印刷とすること。図表等に

ついては必要に応じてＡ３版でも差し支えない。 

⑥ 表紙には、表題「糸島市ふるさと応援寄附受付等及び寄附額向上業務」、提出年

月を表示すること。 

⑦ 文字サイズは 10.5 ポイント以上とし、目次及びページ番号を付すこと。なお、

ページ数、フォント種類は特に指定しない。 

⑧ 必要な補足資料がある場合は、別に提出を認める。 
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１５ 見積書について 

① 有効期限、様式は自由とし、金額は、税込価格、消費税及び地方消費税の額を記

載すること。 

② 令和３年度単年度のみの見積とすること。 

③ 令和３年度（令和３年 10月から令和４年３月）の寄附目標額を８億円、寄附受

領証明書発行数（再発行を含む）及び税額控除特例申請書発行数は、それぞれ概算

で 40,000 件及び 16,000 件と仮定し、見積提案金額の限度額内（79,000 千円）で

の提案を行うこと。 

なお、見積額の審査のために仮定するものであり、「13①の寄附目標額」を制限

するものではない。 

④ 見積書には「○○一式」ではなく、内訳書（算定根拠）を添付し、具体的な内容

を明らかにしたうえで、金額を表示すること。 

⑤ 返礼品の購入代金及び送料、ポータルサイトのプラン費用（システム利用料、ク

レジット決済手数料等）に係る費用は記載しないこと。 

⑥ 金額の重複記載や誤字又は脱字等がないこと。金額の訂正は不可とし、その他の

記載事項を訂正する場合は、該当箇所に押印すること。 

⑦ 見積価格が著しく低額であるなど、契約の履行がなされない恐れがあると本市

が認めるとき、又は、契約締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる恐

れがあって著しく不適当と認められるときは、調査のうえ、契約を締結しないこと

がある。調査に当たり、必要な資料の提出を求めることがある。 

 

１６ 委託業者選定に関すること 

委託業者の選定にあたって、企画提案書及び申込書類等の審査を行う。糸島市ふるさと

応援寄附受付等及び寄附額向上業務委託業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

において、「実績」「実施体制」「営業・販促力」「価格」の内容を評価し、合計得点が最も

高い提案業者を受託候補者として選定する。 

なお、提案者が１者の場合でも審査を実施する。 

 (1) 受託候補者の選定方法 

① 評価点の算出方法 

選定委員会において、「実績」「実施体制」「営業・販促力」「価格」の区分ごとに、

「評価項目及び評価基準」による各委員の得点合計の平均で算出する。算出された区

分ごとの平均点を合計したものを合計評価得点とする。 

② 同点の取扱い 

合計得点が最も高い提案業者が２者以上ある時は、企画提案書の「営業・販促力」

の評価得点が高い提案業者を選定する。さらに当該得点が同点となった場合は「価格」

が安価な提案者を選定する。 
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③ 最低得点 

最高点となった提案者の得点が、満点の６割未満の場合は選定しない。 

 (2) プレゼンテーション実施概要 

① 実施日等 

７月７日（水）実施予定。実施時間・場所等の詳細は、別途電子メールアドレスに

通知する。 

② 配分時間 

１者あたり、30分以内（プレゼンテーション 20分、質疑 10分）。ただし、左記に

は入室、準備、退出の時間は含まない。 

   ③ 順番 

企画提案書の提出順 

   ④ 参加者数 

統括責任者を含め、本業務に直接携わる者３名以内とし、実施担当者を必ず同席さ

せること。なお、ワンストップ特例申請業務などの一部を再委託する場合であっても、

その再委託先候補者のプレゼンテーション参加は認めない。 

   ⑤ 資料 

プレゼンテーションの内容は、提出された企画提案書（概要版、補足資料を含む）

の記載内容とする。また企画提案書の記載範囲であれば、プロジェクター表示用に加

工した資料を用いることは差し支えない。 

   ⑥ その他 

   ・プレゼンテーションは非公開とする。 

   ・プロジェクター、スクリーンは本市が準備するが、その他必要な機器は提案者が準

備すること。ただし、プロジェクター、スクリーンの使用の有無は自由とする。 

   ・プレゼンテーションは企画提案書をもとに行うこと。また提案者名は伏して行うの

で、入室者は社章、名札などを身に着けないこと。発言者は自社名等を発しないよ

う注意すること。 

   ・質疑は、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について行う。 

 

１７ 選定結果の公表と通知 

本市は、選定結果について、本市のホームページで公表する。ホームページに掲載する

事業者名は受託候補者のみとし、選定されなかった事業者は掲載しない。 

また、受託候補者及び選定されなかった事業者に対して、「審査結果通知書」により速

やかに通知する。  

なお、審査結果に関する異議は受け付けない。 
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１８ 契約に関すること 

(1) 契約の締結 

本市は、受託候補者と契約に向けた交渉を行い、委託契約を締結する。 

契約時の仕様書の内容は、プロポーザルに際して示した仕様書及び企画提案の内容に

基づくが、プロポーザルの企画提案において、仕様書に定めのない内容が提案され、本市

が有益であると認めた場合、業務受託候補者と協議、調整の上、契約時に仕様書に追記す

る場合がある。 

(2) 業務拠点の設置 

契約後２ヶ月以内に本件事業運営を行う拠点を糸島市内に設け（営業所、賃貸部屋等で

構わない）、糸島市内における返礼品開拓、クレーム対応、市との連絡調整など、円滑な

対応が取れる人員体制を敷くこと。 

(3) 次順位者との交渉  

本市は、受託候補者が委託契約を締結できない事由が発生した場合又は交渉が整わな

い場合には、プロポーザルにおいて次順位以下となった参加者のうち、順位が上位であっ

た者から委託契約について交渉を行うものとする。  

(4) 契約に要する費用の負担 

契約に要する費用は、全て業務受託事業者の負担とする。 

 

１９ その他留意事項 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合には、失格とする。 

(2) プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

 

２０ 問い合わせ先 

糸島市 企画部 経営戦略課 企画調整係（担当：鬼木・岡） 

住所：〒８１９－１１９２ 福岡県糸島市前原西一丁目１番１号 

電話番号：０９２－３３２－２０６１（直通） 

電子メールアドレス：keieisenryaku @city.itoshima.lg.jp 


